
中野区立児童館条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係） 

名称 位置 

中野区立南中野児童館 （略） 

中野区立大和児童館 （略） 

中野区立宮の台児童館 （略） 

中野区立鷺宮児童館 

～ 

中野区立若宮児童館 

（略） 

中野区立かみさぎ児童

館 

～ 

中野区立北原児童館 

（略） 

 

名称 位置 

中野区立南中野児童館 （略） 

中野区立大和児童館 （略） 

中野区立朝日が丘児童

館 

東京都中野区本町二丁目３

２番１４号 

中野区立新井薬師児童

館 

東京都中野区新井五丁目４

番１７号 

中野区立宮の台児童館 （略） 

中野区立大和西児童館 東京都中野区大和町四丁目

１４番９号 

中野区立鷺宮児童館 

～ 

中野区立若宮児童館 

（略） 

中野区立弥生児童館 東京都中野区弥生町一丁目

１４番６号 

中野区立かみさぎ児童

館 

～ 

中野区立北原児童館 

（略） 

 

  

   附 則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 

(第８５号議案) 令和３年（２０２1年）１２月１日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料  

子ども教育部育成活動推進課 


